
記者資料提供（2024年 2月 1日） 

神戸市港湾局神戸港管理事務所 喜多・不動 

 TEL：078-304-2500  FAX：078-304-2504 

 

ハーバーハイウェイ回数通行券の販売終了 
 

2024 年４月１日のハーバーハイウェイでのＥＴＣ供用開始に伴い、同年２月 29 日をもっ

て回数通行券の販売を終了いたします。 

併せて、同年３月 31日をもって利用についても終了いたしますので、お知らせいたします。 

 

１．回数通行券取扱いのスケジュール 

2024年２月 29日（木）    販売終了 

2024年３月 31日（日）    利用終了 

2024年４月１日（月）0時～  ＥＴＣ供用開始 

 

２．回数通行券の払戻し 

(１) 2024年３月 31日（日）まで（使用可能な期間中であるため、従来通り） 

「発売額」－「使用済額（使用済枚数×通行料金 110円）」で払戻し（手数料なし） 

使用済額が綴りの価格（発売額）以上となる場合、払戻し額はありません。 

綴りの表紙がないもの、切り離されて券片の状態になっているものは、払戻し対象外です。 

【場所】摩耶埠頭料金事務所 神戸市灘区摩耶埠頭 1 

(２) 2024年４月１日（月）以降 

「残枚数」×「１枚当たり単価」で、残枚数に関わらず払戻し（手数料なし） 

例：125枚 10,500円で販売したものは１枚 84円 

 下記期間は別途払戻し会場において受け付けます。 

【期間】2024年４月１日（月）～５月 31日（金） 10時～16時 土・日・祝除く 

【場所】摩耶業務センタービル 神戸市灘区摩耶埠頭 1（予定） 

2024年６月以降は、従来通り摩耶埠頭料金事務所で払戻しを受け付けます。 

 

３．参考（その他改正内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

詳細は以下のホームページをご参照ください。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a38702/business/kowanjigyo/shisetsushiyo/etc_change.html 


